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第 ６ 編 

 

健 康 福 祉 

 

 

 

 

                      公設学童クラブ運営開始 

 

 

―――内  容――― 

 

１ 戸籍・住民基本台帳 

２ 生活保護  

３ 障害者福祉 

４ 高齢者福祉 

５ 介護保険  

６ 児童福祉  

７ 国民年金  

８ 国民健康保険事業 

９ 保健事業  

10 市民相談  
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１ 戸籍・住民基本台帳 

 （１）本籍・人口・世帯数                 平成 28.4.1現在 

本 籍 数 本籍人口 
住民基本台帳人口 住民基本台帳

世帯数 男 女 計 

24,667戸籍 56,722人 23,094人 24,949人 48,043 人 22,811世帯 

 

 （２）戸籍届出件数                       平成 27年度 

項  目 件数 項  目 件数 

出生 473 件 入籍 92件 

国籍留保 5件 分籍 19件 

認知 12件 国籍取得 2件 

養子縁組 58件 帰化 4件 

養子離縁 20件 国籍喪失 2件 

婚姻 584 件 国籍選択 1件 

離婚 143 件 氏の変更 10件 

法 77条の 2・法 75条の 2 43件 名の変更 0件 

法 73条の 2・法 69条の 2 2件 転籍 263件 

相続人廃除 0件 就籍 0件 

親権・未成年者の後見・後見監督  4件 訂正・更正 47件 

死亡 882 件 追完 0件 

失踪 1件 不受理申出 11件 

復氏 0件 その他 3件 

姻族関係終了 0件 合計 2,681件 

 

 （３）住民基本台帳事務取扱件数                平成 27年度 

種 別 転 入 転 居 変 更 転 出 出 生 死 亡 
職 権 

その他 
合 計 

件 数 1,467 837 560 1,519 291 699  119 5,492 

 

 （４）証明事務取扱件数                     平成 27年度 

項  目 件  数 手 数 料 

戸籍謄本・抄本 １６，３２９ １０，５０５，４００円 

住民票謄本・抄本 ２４，３１３ ７，２７０，９００円 

諸証明 ８，９６９ ４，６５５，９５０円 

印鑑証明書 １２，０３６ ５，８３５，５５０円 

自動車臨時運行許可書 ５３６ ４０２，０００円 

合   計 ６２，１８３ ２８，６６９，８００円 
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２ 生活保護 

 保護率は高く県下で上位にある。要因は、求職状況と労働市場のミスマッチ、高齢者及び

長期療養者等の不稼働世帯の固定化、周辺自治体の住宅事情などが考えられる。 

 

 （１）保護の現況                    平成 28年 3月現在 

被保護世帯：５８５世帯 被保護人員：７２１人 保護率：15.32パーミル 

 

 （２）保護費                           平成 27年度 

保護費総額 

１，１９０，０１０千円 

生活扶助             ３２４，６０１千円 

医療扶助             ６６２，８６２千円 

その他扶助       ２０２，５４７千円 

 

３ 障害者福祉 

 障害者総合支援法や身体障害者福祉法等に基づく福祉サービスのほかに､医療給付、結婚奨

励金交付、福祉タクシー利用に対する助成など、更生意欲の高揚や自立支援を図っている。 

 

 （１）身体障害者（児）数                 平成 28.4.1現在 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

視 覚 障 害 149 64 39 10 8 11 17

聴覚・平衡機能障害 122 6 29 15 44 0 28

音声・言語そしゃく
機 能 障 害 33 0 0 21 12

肢 体 不 自 由 980 206 197 185 290 76 26

心 臓 障 害 382 248 3 46 85

じ ん 臓 機 能 障 害 173 146 2 24 1

呼 吸 器 障 害 42 18 0 12 12

ぼ う こ う ・ 直 腸 91 0 0 5 86

小 腸 機 能 障 害 3 0 0 1 2

免 疫 機 能 障 害 4 1 0 2 1

肝 機 能 障 害 2 1 0 0 1

合　　　計 1,981 690 270 321 542 87 71

内　　　　　　　訳
障　害　別

手帳
所持者数
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（２）知的障害者（児）数 

千葉県障害者相談センターの出張相談が、毎月第 4火曜日午後 0時 30分から館山会場

において実施されており、その結果により療育手帳が交付されている。 

平成 28.4.1 現在 

 

 

（３）精神障害者数 

 一定の精神障害の状態にあることを証する手段として、手帳が交付される。交付を受

けた者には、様々な福祉的な配慮や支援が講じられ、社会参加の促進を図る。 

                    平成 28.3.31現在 

  

１級 ２級 ３級

328 38 224 66 741

手   帳
所持者数

内　　　訳 通院医療費
公費負担患者数

 

 

（４）難病患者数 

   障害者総合支援法に定める障害者（児）の対象に、難病等が加わり（対象 332疾患）、 

障害福祉サービスや相談支援等の障害福祉サービスを利用することができる。 

（平成２７年３月末現在 県指定難病医療費助成制度受給者数 ３６３人） 

 

（５）障害福祉サービス 

 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービスは、障害者（児）自らが

サービスを選択し、事業者と契約を結ぶことにより、サービスを利用することができる。 

 

 

 

区  分 
療育手帳所持者数 

18歳未満 18歳以上 計 

    

重 度 

男 12  77  89  

女 8  65  73  

計 20  142  162  

    

中 度 

男 14  48  62  

女 5  51  56  

計 19  99  118  

    

軽 度 

男 24  45  69  

女 10  41  51  

計 34  86  120  

    

合 計 

男 50  170  220  

女 23  157  180  

計 73  327  400  
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     １．自立支援給付（障害者総合支援法） 

(1) 介護給付 

① 居宅介護、重度訪問介護 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを行う

サービス。 

平成２７年度利用者数 ８４名  

② 療養介護 

病院等への入院による医学的管理下の下、食事や入浴等の介護を行うサー

ビス。 

平成２７年度利用者数 ５名 

③ 短期入所（ショートステイ） 

短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行うサービ

ス。 

平成２７年度利用者数 ４４名 

      ④ 生活介護 

        常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うと

ともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供するサービス。 

        平成２７年度利用者数 １２３名 

      ⑤ 施設入所 

        施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサ

ービス。 

        平成２７年度利用者数 ６７名 

 (2) 訓練等給付 

① 共同生活援助（グループホーム） 

      夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行うサー

ビス。 

      平成２７年度利用者数 ５５名 

      ② 自立訓練（機能訓練・生活訓練・宿泊型） 

        自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生

活能力の向上のために必要な訓練を行うサービス。 

        平成２７年度利用者数 ２９名 

     ③ 就労移行支援 

        一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能

力の向上のために必要な訓練を行うサービス。 

        平成２７年度利用者数 １６名 

      ④ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び

能力の向上のために必要な訓練を行うサービス。 

        平成２７年度利用者数 ９９名 
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(3) 自立支援医療の給付 

     ① 更生医療 

１８歳以上の身体障害者手帳所持者を対象に、一般治療で既に治癒した障害の

軽減、進行の防止、機能の回復のために行う治療（手術等）に係る費用の一部を

公費により負担する。 

   平成２７年度給付件数 

腎臓機能障害 ７６２件（５０人） 免疫機能障害  ９件（２人） 

      給付額  ７３，５８１，０８７円 

     ② 育成医療 

身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾

患がある児童がその障害を除去・軽減する効果が期待できる治療（手術等）に係

る費用の一部を公費により負担する。 

平成２７年度給付件数 ３６件（１１人） 

      給付額  ６８７，３４９円 

 

      ※精神通院医療は、千葉県が給付する。 

 

    (4) 補装具の給付                      平成 27年度 

      障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用

されるもの、その他、義肢、装具、車いす等の購入（修理）する費用を支給する。 

 

 

 

 

 

補
聴
器 

車
イ
ス 

盲
人
安
全
杖 

歩
行
補
助
杖 

義 

肢 

装 

具 

電
動
車
イ
ス 

眼 

鏡 

歩
行
器 

座
位
保
持
装
置 

そ
の
他 

計 

交付 6 4 3   2  1 1 1  18 

修理 5  4 2 1 7  6  9  1 10 1 46 

 

(5) 計画相談支援 

       特に計画的な支援を必要とする者を対象として、サービス利用のあっせん、

調整、生活全般の相談等を行う。 

     平成２７年度利用者数 １３５名 

(6) 特定障害者特別給付 

       施設入所支援等の障害福祉サービスを受けた低所得者等に支給される食費・

居住費。 

   平成２７年度利用者数 １１９名 

(7) 高額障害福祉サービス費 

       世帯における利用者負担額が、高額障害福祉サービス費算定基準額を超える

場合に、高額障害福祉サービス費を支給する。 

   平成２７年度利用者数 ９名 
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２．地域生活支援事業（障害者総合支援法） 

(1) 日中一時支援 

日中において、看護する者がいないため、一時的に見守りを行うサービス。 

         平成２７年度利用者数 ３３名 

(2) 移動支援 

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動の社会参加のための外出の際の移動

を支援するサービス。 

         平成２７年度利用者数 ５名 

(3) コミュニケーション支援(手話通訳者派遣) 

聴覚障害者等の意思疎通や社会参加の促進等を図るため、手話通訳者を派遣す

るサービス。 

         平成２７年度利用者数 ４名（派遣回数２２回） 

 

３. 障害児通所支援（児童福祉法） 

(1) 児童発達支援 

障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独 

立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供するサ 

ービス。 

平成２７年度利用者数 １３名 

(2) 医療型児童発達支援 

障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独 

立生活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を提 

供するサービス。 

平成２７年度利用者数 ０名 

(3) 放課後デイサービス 

就学している障害児について、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センタ

ー等に通わせて、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を

行うサービス。 

平成２７年度利用者数 ３４名 

 (4) 保育所等訪問支援 

保育所・幼稚園・小学校等に通う障害児について、当該施設を訪問し、当該施 

設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行 

うサービス。 

平成２７年度利用者数 ４名 

 

 （６）日常生活用具の給付（市要綱） 

在宅の重度身体障害者(児)に対し、日常生活用具を給付又は貸与することにより生活

の便宜を図っている。 
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                                平成 27年度 

特殊 

寝台 

特殊 

マット 
特殊尿器 

体位変換

機 

移動用 

リフト 

入浴補助

用具 
便 器 

Ｔ字状・ 

棒上杖 

移動支援

用具 

２件 ０件 ０件 １件 ０件 １件 １件 ０件 ０件 

頭部 

保護帽 

火災 

警報器 

聴覚障害

者用屋内

信号装置 

透析液加

温器 

ネブライ

ザー 

電気式た

ん吸引器 

盲人用 

体温計 

盲人用 

体重計 
点字器 

３件 １件 ２件 １件 ２件 ３件 ０件 １件 ０件 

視覚障害

者用 

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ 

ﾚｺｰﾀﾞｰ 

視覚障害

者用拡大

読書器 

盲人用 

時計 

聴覚 

障害者用

通信装置 

人工喉頭 点字図書 
ストマ用 

装具 

紙オムツ 

(市単含) 

居宅生活

動作補助

用具 

２件 ２件 ３件 １件 １件 ２件 1091件 119件 ０件 

扶  助  費 １２，３０１，７９９円 

 

（７）手当の支給 

  １．特別障害者手当 

① 支給対象者 身体又は精神に著しい重度の障害を有するため、日常生活において 

常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の２０歳以上の者。 

② 支 給 額 障害者１人につき月額 ２６，８３０円 

③ 支 給 状 況           平成 27年度 

人 数 支 給 総 額 

５９人 １７，３１５，９００円 

 

  ２．障害児福祉手当 

① 支給対象者 身体又は精神に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別 

の介護を必要とする状態にある在宅の２０歳未満の者。 

② 支 給 額 障害者１人につき月額 １４，６００円 

③ 支 給 状 況           平成 27年度 

人 数 支 給 総 額 

２５人  ３，７７８，８００円 

 

  ３．重度障害者等福祉手当 

① 支給対象者 おおむね６か月以上常に臥床し、入浴・食事・排便等、日常生活のほ 

とんどに人手を要する２０歳以上６５歳未満の身体障害者。 

② 支 給 額 障害者１人につき月額 ８，６５０円 

③ 支 給 状 況                     平成 27年度 

ねたきり身障者 在宅重度知的障害者 支 給 総 額 

０人 ４６人 ４，２７３，１００円 
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（８）心身障害者医療費の支給（市条例） 

障害者が医療を容易に受けられるようにするため、医療保険で医療を受けた場合の自

己負担相当額を支給する。 

① 受給資格者 身障者手帳所持者で、障害程度等級４級以上の市内居住者 

        児童相談所、知的障害者更生相談所が知的障害者と判定した者 

② 支 給 状 況 平成２７年度：１，４９８人  １３６，０６０，８６０円 

 

（９）福祉タクシー利用助成事業（市要綱） 

 タクシー料金の一部を助成することにより、障害者の社会参加の促進を目的とする。

(６００円分利用券を年２４枚支給。腎臓機能障害者については年４８枚支給。) 

  平成２７年度利用状況：身体障害者 ２５１人  知的障害者 １３人 

  助成総額：２，２２７，６００円 

 

（10）身体障害者結婚奨励金（市条例） 

  市内身障者の更生、援助に資するため、奨励金を支給する。 

   ① 奨励金の額   １組につき２０，０００円 

   ② 平成２７年度支給状況 ０組 

 

（11）館山市福祉作業所 

在宅の障害者であって雇用されることが困難な者に対し、社会生活における適応性を

高めるよう支援を提供し、その自立を図ることを目的とした作業所。平成１９年１０月

より社会福祉法人安房広域福祉会が指定管理者として管理運営にあたっている。 

① 所 在 地  館山市湊 403番地 

② 開   設  昭和 54年 10月 1日 

③ 定   員  １９名 

④ 作 業 内 容  ペン組立、そば茶製造、手芸品製作等 

平成２７年度末利用者数 １６人  平成２７年度平均工賃 ７，０３１円 

 

（12）館山市簡易マザーズホーム 

発達が気になる子どもを対象として、館山市コミュニティセンター内の一室を利用し、

保育士２名が指導員として発達支援を行っている。また、千葉リハビリテーションセン

ター・亀田ファミリークリニック等の専門機関から理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、臨床心理士等を派遣依頼し内容の充実を図っている。 

平成２８年４月１日現在 利用登録者数 

肢体不自由児：１１名  知的障害児等：２２名   計３３名 

 

（13）福祉タクシー利用助成事業（市要綱） 

 タクシー料金の一部を助成することにより、障害者の社会参加の促進を目的とする。

(６００円分利用券を年２４枚支給。腎臓機能障害者については年４８枚支給。) 
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  平成２７年度利用状況：身体障害者 ２５１人  知的障害者 １３人 

  助成総額：２，２２７，６００円 

 

（14）身体障害者結婚奨励金（市条例） 

  市内身障者の更生、援助に資するため、奨励金を支給する。 

   ① 奨励金の額   １組につき２０，０００円 

   ② 平成２７年度支給状況 ０組 

 

 

４ 高齢者福祉 

本市の高齢者人口（６５歳以上）は、平成２８年４月現在において１７，６５５人であ

り、総人口（４８，０４３人）の３６．７％となっている。 

 

６０歳以上の人口年齢別(各年度 4月 1日現在)             （単位：人） 

区分 

年度 
60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80歳以上 計 

24年度 5,036 3,986 3,449 3,208 5,138 20,817 

25年度 4,689 4,325 3,558 3,139 5,329 21,040 

26年度 4,294 4,573 3,779 3,078 5,443 21,167 

27年度 3,935 4,846 3,887 3,029 5,643 21,340 

28年度 3,677 5,061 3,752 3,057 5,785 21,332 

※高齢者人口(65歳以上)の割合 全国 25.6％・千葉県 24.5％ （平成27年3月31日）

（平成27年度住民基本台帳年齢別人口〔都道府県〕より） 
 
 

在宅ひとり暮らし高齢者 

  平成２７年度における本市の６５歳以上の独居老人は２，４５７人で、同年齢人口の約

１４．１％にあたる。 
 

在宅ひとり暮らし高齢者数 (10月 1日現在)              （単位 人） 

年度 区分 館山 北条 那古 船形 西岬 神戸 富崎 豊房 館野 九重 計 

27年度 

男 198 154 94 60 39 58 29 23 56 9 720 

女 466 429 156 170 129 108 66 53 110 50 1,737 

計 664 583 250 230 168 166 95 76 166 59 2,457 

 

 

（１）養護老人ホーム入所措置 

   概ね６５歳以上の老人を対象に、必要に応じて養護老人ホームに入所措置を行い、老

人福祉の増進を図る。 
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施設への入所状況                    平成 28.3.31 

養 護 老 人 ホ ー ム 措 置 費 総 額 

館山養護老人ホーム   ３１人 
７１，９２７，１４０円 

市外の施設１ヵ所     ３人 

 

 （２）老人ホームヘルプサービス事業（市条例） 

概ね６５歳以上の者で老衰、心身の障害等の理由により、日常生活を営むのに支障が

ある高齢者のみの家庭に対してホームヘルパーを派遣し、老人福祉の増進を図る。 

平成１２年４月からは介護保険制度が施行されたため、介護保険の要介護認定で「非

該当」となった者等に派遣している。 

   老人ホームヘルパー派遣状況：０世帯（平成２８年３月３１日現在） 

 

 （３）敬老祝金（市条例） 

 ８０歳、８８歳、９９歳、１００歳以上の高齢者に対し、敬老祝金(商品券)を支給し、

敬老の意を表し、福祉の増進を図る。 

  ① 祝金の額 ８０歳、８８歳、９９歳：３，０００円 

         １００歳以上：５，０００円 

  ② 支給状況  平成２７年度  ９９６人  ３，０８０，０００円 

平成２８年度より、８０歳への支給は廃止しました。 

 

 （４）老人クラブ助成 

  ① クラブ数と会員数（平成２７年４月１日）：市内６４クラブ  会員数 ２，４４４人 

  ② 運営費補助(平成２７年度)：1クラブにつき 37,200円＋（200円×会員数） 

    ※ただし、市老連に加入クラブには 7,400円＋（170円×会員数）が加算される。 

 

 （５）老人日常生活用具給付等事業（市要綱）平成２７年度 

  ① 給 付  家族介護用品：３０７件 

  ② 貸 与  緊急通報装置：１８６件、老人電話：０件 

  ③ 扶助費  ３，９７６，９１８円 

 

 （６）高齢者等住宅改造費用の助成(市規則) 

在宅の高齢者等に対し、その居住する住宅の改造に要する費用の一部を助成すること

により、日常生活の利便を図り高齢者等の自立の促進及び介助に適した住宅環境づくり

に寄与することを目的として、平成６年４月から始めた。 

  ① 対象者  

市内に居住し、住民基本台帳に登録され又は外国人登録原票に登録されている次のい

ずれかの者 

  ・おおむね６５歳以上の老人であって下肢が不自由なもの 

・ 身体障害者手帳の交付を受けた下肢又は体幹機能障害の程度が１級又は２級の者 
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※ただし、介護保険該当者は除く。一定の所得制限あり。 

  ② 改造種目 

    既に住んでいる建物の浴室、便所、台所、居室及び玄関等（新築・増築は除く。） 

  ③ 助成額 

    改造に要した費用の１／２に相当する額とし、１８万円を限度とする。 

  ④ 助成状況（平成２７年度） 

    高齢者：０件 助成額：０円 

 

 （７）高齢者等配食サービス（市要綱） 

日常生活に支障のある高齢者等を対象として、食生活の改善及び健康の増進を図ると

ともに安否の確認を行い高齢者等の福祉の増進を図るため、平成９年１月から、昼食の

配食サービスを行っている。 

  ① 対象者 

市内に居住し、老衰、心身の障害、傷病等の理由により、食事の調理が困難な高齢

者等であって近隣に扶養義務者が居住せず、又は居住していても食事の提供が受けら

れない者 

 ② 配食実施日：月曜日～金曜日 

 ③ 利 用 料：１食当たり４５０円(市民税非課税世帯は３００円) 

 ④ 登 録 者 数：１３７人（平成２８年３月３１日現在） 

 

  （８）軽度生活援助事業（市要綱） 

   高齢者の自立した生活の継続と要介護状態の進行の防止を図るため、平成１３年４月

より在宅の高齢者に対し、軽易な日常生活上の援助の費用を一部助成している。 

  ① 対象者 以下のすべてに該当する者 

   ア 館山市に住所を有し、かつ居住している者 

   イ 概ね６５歳以上の者であって、単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

に属する者 

   ウ 市民税非課税世帯に属する者 

   エ 日常生活に支障のある者であって、軽度生活援助が必要であると認められる者 

  ② 事業者 登録業者（年度当初に募集） 

  ③ 援助の内容等   

援助の内容等 助成額 
利用券の 

交付枚数 

平成 27年度利用者 

件数 枚数 

家周りの草取り 700円 9枚 12件 104枚 

家周りの生垣・庭木等の手入れ 700円 6枚 9件 52枚 

家屋・備品等の軽微な修繕等 760円 2枚 0件 0枚 

視覚障害者への朗読及び代筆 760円 6枚 0件 0枚 

合     計 
計 21件 156枚 

扶助費総額 １０９，２００円 
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 （９）家族介護慰労金（市要綱） 

   介護者の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図ると共に、要介護者の在宅生活の

継続及び向上を図るため、在宅の要介護者と生計を共にし、現に日常生活上の必要な介

護をしている者に対し、平成１３年４月より家族介護慰労金を支給している。 

① 対象者 

館山市に住所を有し、かつ居住し、以下のすべてに該当している者を介護している者 

ア 館山市に 1年以上住所を有し、かつ居住している者 

イ 市民税非課税世帯に属する者 

ウ 介護保険法による要介護認定において、要介護４又は５と認定された者であって、

その認定を受けた日から起算して 1年以上継続して要介護４又は５である者 

エ 介護保険法に基づくサービスを、過去 1年間受けていない者。（ただし、短期入所

サービスの年間利用日数が７日以内の者は除く。） 

  ② 慰労金  要介護者１人につき年額１０万円 

  ③ 支給状況 平成２７年度 １００，０００円  

 

 （10）福祉カーの貸付（市要綱） 

   館山市在住の心身障害者（児）及び高齢者の社会参加の促進を図るため、福祉カーの

貸付を行っている。 

  ① 対象者    

    館山市に住所を有し、下記のひとつに該当する者 

    ア 心身障害者（児）及び高齢者並びにその家族 

    イ 社会福祉団体及び社会福祉法人 

    ウ 社会福祉ボランティア 

    エ 前に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

  ② 貸付料   無料。ただし、使用した燃料は利用者が負担する。 

③ 貸付期間  １回につき２日以内。 

   ただし、市長が他の利用者の利用を妨げないと認めるときは、この限りではない。 

  ④貸付状況  平成２７年度 １０７件 

 

（11）館山市シルバー人材センター助成事業 

市内に住んでいるおおむね６０歳以上で健康で働く意志のある高齢者が集まり、会社・ 

一般家庭等から高齢者に適した仕事を引き受け、働くことを通じて自らの生きがいを図

る目的で結成された。平成２０年４月に法人化し、高年齢者等の雇用の安定等に関する

法律に基づく公益団体として活動する一般社団法人館山市シルバー人材センターに対し

助成を行う。 

 

（経緯） 

平成2年2月28日 館山市高齢者働く会設立 設立当初会員数20名 

所在地 館山市湊288番地の88 館山市老人福祉センター内 
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平成19年4月1日 館山市シルバー人材センターと名称変更 

        所在地 館山市船形297番地の71 若潮ホール内 

平成20年4月1日 社団法人館山市シルバー人材センターとして許可 

平成24年4月1日 一般社団法人館山市シルバー人材センターへ移行 
 

○主な仕事…… ① 軽 作 業 草刈り・草取り・清掃・商品の発送 

② 技  能 植木の手入れ・ペンキ塗り・簡単な補修 

③ サービス 犬の散歩・植木の世話・蛍光管の取替 

④ 外  務 広報誌の配送・チラシの配布 

⑤ 管  理 自転車の整理・施設管理 

⑥ 事  務 一般事務・会議録などの文書作成・筆耕・宛名書き 

・自分史の発行 

館山市シルバー人材センターの実績 

年度 会員数 事業収入 市補助金 受注件数 就業延人数 

平成 23年度 158 人 42,579,728円 6,650,000円 1,477件 9,848人日 

平成 24年度 156 人 47,433,751円 6,650,000円 1,539件 10,638人日 

平成 25年度 157 人 52,730,167円 6,650,000円 1,757件 11,606人日 

平成 26年度 154 人 54,528,906円 6,650,000円 1,786件 12,064人日 

平成 27年度 156 人 55,674,132円 6,650,000円 1,766件 12,684人日 
 
 

 （12）老人福祉センター 

 ① 館山市老人福祉センター 

敷地面積  1,466.75㎡ 

建  物  鉄筋コンクリート造平家建て 753.10㎡ 

竣  工  昭和 45年 10月 14日 

工 事 費  56,070千円(内用地費 12,510千円) 

収容人員  大広間 200～250名  和室(3室)30～40名 

娯楽設備  舞台、放送設備、囲碁、将棋、テレビ等 

保健設備  浴場、健康相談室 

 

利用状況（平成２７年度）               （単位：人、円、台） 

区分 
市内利用者 市外 

利用者 
合 計 

使 用 料 バス利用状況 

老齢者 一 般 市内外 金 額 種 別 台 数 

男 6,910 164 261 7,335 市 内 36,150 大型 0 

女 4,252 77 59 4,388 市 外 96,000 マイクロ 77 

計 11,162 241 320 11,723 計 132,150 計 77 

 

② 館山市出野尾老人福祉センター 

敷地面積  361㎡ 
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建  物  鉄骨造平家建て 194.49㎡ 

竣  工  昭和 59年 3月 5日 

工 事 費  41,080千円 

収容人員  50名 

設  備  和室、集会教養娯楽室 

利用状況（平成２７年度）               （単位：人、円、台） 

区分 
市内利用者 市外 

利用者 
合 計 

使 用 料 バス利用状況 

老齢者 一 般 市内外 金 額 種 別 台 数 

男 7,752 18 24 7,794 市 内 48,450 大 型 0 

女 2,729 305 9 3,043 市 外 9,900 マイクロ 0 

計 10,481 323 33 10,837 計 58,350 計 0 

 ③ 使用料 

     市内６０歳以上の者及び付添人：無料 

     市内６０歳未満の者：１日１人 １５０円（小学生以下は無料） 

     市 外 の 者：１日１人 ３００円（小学生以下は無料） 

 

（13）地域包括支援センター 

   高齢者が地域で生活していくための保健福祉に関する総合的な相談窓口として、ニー

ズにあった保健・福祉・介護・医療等のサービスが総合的に受けられるように、市町村・

関係機関との連絡調整を行う。（平成１８年４月１日から２箇所、平成２８年４月１日か

ら３箇所体制で運営） 

  ① 対象者 

    おおむね６５歳以上の要援護高齢者、又は要援護となるおそれのある高齢者及びその

家族 

  ② 費  用：無料 

  ③ 設置箇所：３箇所 

  ・館山市地域包括支援センターたてやま 

    ≪担当地区≫ 北条・那古・船形 

  ・館山市地域包括支援センターなのはな 

    ≪担当地区≫ 館山・西岬・神戸・富崎 

  ・館山市地域包括支援センターいちご（※平成２８年４月１日から開設） 

    ≪担当地区≫ 豊房・館野・九重 

  ④ 業務内容 

  ・介護予防ケアマネジメント 

  ・介護保険外のサービスを含む高齢者や家族に対する総合的な相談・支援 

  ・高齢者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業 

  ・支援困難ケースへの対応など介護支援専門員（ケアマネジャー）への支援 
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５ 介護保険 

    高齢化社会を迎え、これまでの家族だけで支えてきた介護から社会全体で支える介護へ、

利用者が総合的な介護サービスを安心して受けられる社会体制を作るため、平成１２年

４月から介護保険制度が開始された。 

  平成１８年４月からは制度改正により「予防重視型の施策」が図られている。 

 

（１）要介護（要支援）認定申請状況               平成 27年度 

期      間 申 請 件 数 備    考 

平成２７年４月～平成２８年３月 ３，１９８件 

 新  規       846件 

 更  新     2,014件 

 変  更       314件 

 転入継続        24件 

 

（２）要介護（要支援）認定者数                    平成 28.3月末 

介護度 
要支援 要介護 

計 
1 2 計 1 2 3 4 5 計 

1 号被保険者 558 311 869 991 488 383 309 281 2,452 3,321 

65 歳以上 

75 歳未満 
74 39 113 114 46 34 33 31 258 371 

75 歳以上 484 272 756 877 442 349 276 250 2,194 2,950 

2 号被保険者 7 6 13 22 7 4 3 10 46 59 

総数（人） 565 317 882 1,013 495 387 312 291 2,498 3,380 
 

     
 
（３）居宅介護（支援）サービス受給者数             平成 28.1月末 

介護度 
要支援 要介護 

計 
1 2 計 1 2 3 4 5 計 

1 号被保険者 282 219 501 701 348 200 147 98 1,494 1,995 

2 号被保険者 2 4 6 18 5 1 3 5 32 38 

総数（人） 284 223 507 719 353 201 150 103 1,526 2,033 

     
 
（４）地域密着型（介護予防）サービス受給者数         平成 28.1月末 

介護度 
要支援 要介護      

計 
1 2 計 1 2 3 4 5 計 

1 号被保険者 0 0 0 78 70 61 33 25 267 267 

2 号被保険者 0 0 0 1 1 0 0 2 4 4 

総数（人） 0 0 0 79 71 61 33 27 271 271 
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（５）施設介護サービス受給者数                平成 28.1月末 

区分 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 計 

1 号被保険者 239 300 24 563 

2 号被保険者 2 4 2 8 

総数（人） 241 304 26 571 

※この内訳では利用があれば各々にカウントされるが、総数では１人としてみるため、両者は必ずしも一致 

しない。また、過誤調整者分も増減カウントされるため、マイナス表示もあり得る。 

 
 

（６）地域密着型サービス事業所（平成２８年４月１日現在） 

○ 認知症対応型通所介護（デイサービス） 

 ・デイホーム柏崎         運営：株式会社 ケアサービス・まきの実 

 ・デイホーム安布里        運営：株式会社 ケアサービス・まきの実 

 ・デイホーム西の浜        運営：株式会社 ケアサービス・まきの実 

 ・デイサービス香         運営：株式会社 みなづき 

 ・デイサービスセンター古茂口の家 運営：企業組合 房州の家 

  ○ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

   ・グループホーム広瀬ガーデン   運営：株式会社 ケアサービス・まきの実 

   ・グループホーム神明町ガーデン  運営：株式会社 ケアサービス・まきの実 

   ・グループホーム堂の下ガーデン  運営：株式会社 ケアサービス・まきの実 

   ・グループホーム相浜ガーデン   運営：株式会社 ケアサービス・まきの実 

   ・グループホーム安布里ガーデン  運営：株式会社 ケアサービス・まきの実 

   ・グループホーム古茂口の家    運営：企業組合 房州の家 

   ・愛の家グループホーム館山亀ヶ原 運営：メディカル・ケア・サービス株式会社 

  ○ 小規模多機能型居宅介護 

   ・コミュニティケア こまくさ   運営：有限会社 こまくさ 

   ・さくら北条           運営：医療法人 博正会 

  ○ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

   ・ヴェルデセントレ北条      運営：医療法人 博正会 

  ○ 夜間対応型訪問介護 

   ・訪問看護ステーションたてやま  運営：社会医療法人社団 木下会 

 

（７）介護保険施設（平成２８年４月１日現在） 

○ 介護老人福祉施設 

・館山特別養護老人ホーム 

   定員：１００名   運営：社会福祉法人 館山老人ホーム 

・特別養護老人ホーム だん暖の郷 

   定員：５０名    運営：社会福祉法人 白寿会 

・特別養護老人ホーム 微笑の里 

   定員：８０名    運営：社会福祉法人 白寿会 

○ 介護老人保健施設 

・なのはな館 みさき 

   定員：１１９名   運営：医療法人社団 慶勝会 
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・なのはな館 なぎさ 

   定員：２９名    運営：医療法人社団 慶勝会 

・館山ケアセンター 夢くらぶ 

   定員：１００名   運営：医療法人社団 優和会 

・みやぎの郷 

   定員：１００名   運営：医療法人 南陽会 

○ 介護療養型医療施設 

・北条病院 

   定員：８名     運営：医療法人 博正会 

 ・小林病院  

   定員：１５名    運営：医療法人社団 寿会 
 

 

６ 児童福祉 

 （１）年齢別児童人口                   平成 28.4.1現在 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 

285 273 296 336 333 332 366 332 363 352 

10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17 歳 合  計 

378 362 353 405 397 361 461 467 6,452 

                        住民基本台帳人口（外国人を含む） 

 （２）子ども医療費助成                  平成 28.4.1現在 

  ① 対    象  入院・通院 小学校６年生修了前の子ども 

         入院    中学校３年生修了前の子ども 

② 支給条件 

保護者負担額 

      補助対象の基準は、入院・通院 1日または 1回３００円（住民税所得割非課税の

世帯は無料）、調剤薬局は無料。 

所得制限あり:児童手当の特例給付の限度額。 

  平成２７年度給付額：９８，０１８，７４７円 

 

 （３）保育所一覧        平成 28.4.1現在 単位：人（管外委託を含む） 

施設名 区分 定員 
入 所 人 員 

３歳未満児 ３歳児 ４歳児以上 計 

船 形 こ ど も 園  市立 60 22 13 30 65 

純 真 保 育 園  〃 100 26 24 47 97 

中 央 保 育 園  〃 100 52 28 0 80 

房 南 こ ど も 園  〃 40 18 9 22 49 

館 野 保 育 園  〃 60 22 16 41 79 

九 重 こ ど も 園  〃 40 13 12 21 46 

聖アンデレ保育園 私立 60 24 12 20 56 
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施設名 区分 定員 
入 所 人 員 施設名 

３歳未満児 ３歳児 ４歳児以上 計 

子 育 保 育 園  〃 30 7 3 13 23 

館山教会附属保育園 〃 60 22 11 23 56 

ユネスコ保育園  〃 90 24 12 30 66 

管 外 の 保 育 園  ― ― 22 11 9 42 

計 ― 640 252 151 256 659 

 

（４）保育所入所費用負担割合 

  市では、国から示されている徴収基準額を基に、軽減した保育料表を独自に定め、保 

護者負担の軽減に努めている。 

 

（５）就学前児童人口及び就園状況                  

学齢 

区分 

就学前 

児童数 

（H28.4.1 現在） 

保育所・幼稚園・こども園入所児童数 

（H28.5.1 現在） 

保育所等 幼稚園等（私立を含む） 計 

０歳 285 人 48人 －人 48人 

１歳 273 人 97人 －人 97人 

２歳 296 人 112 人 －人 112人 

３歳 336 人 152 人 21 人 173人 

４歳 333 人 133 人 192 人 325人 

５歳 332 人 127 人 189 人 316人 

計 1,855人 669 人 402 人 1,071人 
                     幼稚園園児数は，学校基本調査による（市外含む） 
 
 
 

（６）館山市元気な広場 

子育て支援の拠点施設として、雨でも自由に子どもたちが遊びまわれる屋根付公園を

コンセプトに、３００㎡のオープンスペースを設け、親同士が子どもを遊ばせながら気

軽におしゃべりや子育ての悩みを相談できる場を作り、子育て情報の提供や各種講座な

どを実施。更に、地域の子育て支援を推進するため、平成２６年度から船形こども園、

平成２７年度から九重地区公民館において「出張子育てひろば」を展開している。 

また、会員同士が互いに助け合うファミリー・サポート・センターを併設し、生活協

同組合コープみらいが指定管理者として管理運営にあたっている。 

 

① 施設の概要 

所  在  地   館山市北条 740番地の 1 

開     設   平成 21年 4月 1日 

建 物 面積    612.47㎡ 

建物の構造    鉄骨平家建 

工  事  費   106,834千円 
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設      備   ふれあいサロン(オープンスペース約３００㎡、床暖房完備) 

相談カウンター、多目的室、乳児用寝室、調乳室、静養室 

② 元気な広場 

  利用者：乳幼児とその保護者 

  平成２７年度 元気な広場利用者    １３，５４３組 ３３，０３６人 

           出張子育てひろば利用者     ４４８組    ９９７人 

③ ファミリー・サポート・センター 

  子供を預かって欲しい方(おねがい会員)と預かることのできる方(まかせて会員)が登

録し、会員同士で子育ての相互援助活動を行なう。 

  会員：おねがい会員 市内在住の生後３ヶ月～小学校６年生の保護者 

     まかせて会員 市内在住の２０歳以上の方  

  平成２７年度 会員登録 ４０５人 活動件数 延６８８件 
 
 

（７）病児・病後児保育事業 

子どもが風邪などの軽い病気にかかっているか治りかけのとき、仕事などで家ではみ

られない場合や集団の保育が難しい子どもを一時的に預かる病児・病後児保育を委託に

より亀田病児・病後児保育室たてやまで実施している。 

平成２７年度 館山市 登録者 ７８７人 延利用者 ４３２人 

 

（８）学童クラブ 

   就労等により昼間保護者のいない家庭の児童に対し，適切な遊び及び生活の場を与え

て，その健全な育成を図るため，平成２７年４月に館山市立学童クラブを開設。 

      開所日   月曜日から金曜日及び第４土曜日（祝日・年末年始を除く） 

    開所時間  平日：放課後から午後６時まで 

         夏季休業日等：午前７時３０分から午後６時まで 

（ただし，午前７時３０分から午前８時までは延長利用時間） 

 

館山市立学童クラブ一覧                     平成 28.4.1現在 

名  称 所  在  地 入所児童数 定 員 

船形学童クラブ 館山市船形 405-2（船形小学校内） 29人 30人 

那古学童クラブ  〃 那古 272  （那古小学校内） 31人 30人 

北条学童クラブ  〃 北条 456  （北条小学校内） 87人 90人 

館山学童クラブ  〃 館山 317  （館山小学校内） 38人 40人 

豊房学童クラブ  〃 大戸 255 （豊房小学校敷地内） 35人 30人 

館野学童クラブ  〃 山本 1028 （館野小学校内） 28人 30人 

九重学童クラブ  〃  薗 268-1  （九重地区公民館内） 17人 20人 
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７ 国民年金 

 （１）被保険者状況                           平成 28.3.31 

被保険者数  ８，７６８人 

１号被保険者 ６，２５９人 

任意加入者 ８３人 

３号被保険者 ２，４２６人 

免除者数  １，９８７人 

法定免除 ６３１人 

申請免除（全額） 

  〃 （3/4） 

申請免除（半額） 

〃 （1/4） 

学生特例 

納付猶予 

７８４人

９５人 

４５人 

２６人 

３２９人 

７７人 
 
 

 （２）受給者状況                      平成 28.3.31 

区 分 老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金 寡 婦 年 金 

受給者数 15,413人 1,016人 102人 15人 

年 額 10,606,146 千円 871,311 千円 77,642 千円 6,795 千円 

 

区 分 老 齢 年 金 通算老齢年金 障 害 年 金 
母子・準母子 

遺児年金 

受給者数 603 人 383人 33人 －  人 

年 額 306,862 千円 84,141 千円 27,888 千円 － 千円 

 

 

８ 国民健康保険事業 

（１）被保険者加入状況                     

区分 人口 被保険者 加入割合 世帯数 国保世帯数 加入割合 

２７年度 48,043 人 15,691人 32.66％ 22,811世帯 9,452世帯 41.44％ 

※外国人登録数含む。 

（２）国民健康保険税 

 ① 納  期  ７月・８月・９月・１０月・１１月・１２月・１月・２月 
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 ② 税  率  所得割の課税基準額 総所得金額－基礎控除 

 

  

③ 賦課状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分

介護分

均等割

医療分

介護分

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

所得割

医療分 7.95/100 7.95/100 7.95/100 7.8/100 7.8/100 7.8/100

後期分 1.4/100 1.4/100 1.4/100 1.4/100 1.4/100 1.4/100

1.75/100 1.75/100 1.75/100 1.75/100 1.75/100 1.75/100

23,400円 23,400円 23,400円 23,400円 23,400円 23,400円

後期分 7,800円 7,800円 7,800円 7,800円 7,800円 7,800円

13,200円 13,200円 13,200円 13,200円 13,200円 13,200円

平等割 医療分 29,400円 29,400円 29,400円 29,400円 29,400円 29,400円

120,000円 120,000円 120,000円 140,000円 160,000円 160,000円

510,000円 510,000円 510,000円 510,000円 520,000円 540,000円

後期分 140,000円 140,000円 140,000円 160,000円 170,000円 190,000円限度額

医療分

介護分

540,000 11,43028年度 9,630 15,956 1,084,684 112,636 67,980

510,000 11,430

27年度 9,888 16,680 1,121,626 113,433 67,244 520,000 11,430

26年度 10,165 17,357 1,206,259 118,668 69,497

11,430

25年度 10,413 18,143 1,303,976 125,226 71,872 510,000 11,430

１人当たり
調定額(円)

Ｃ／Ｂ

最高限度額
(円)

最低額
(円)

24年度 10,404 18,095 1,280,028 123,032 70,739 510,000

<医療分>

　　　　　区分

 年度別

世帯数
(戸) Ａ

被保険者数
(人) Ｂ

現年度調定額
(千円) Ｃ

１世帯当たり
調定額(円)

Ｃ／Ａ
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170,000 2,340

28年度 9,630 15,956 208,516 21,653 13,068 190,000 2,340

27年度 9,888 16,680 216,222 21,867 12,963

140,000 2,340

26年度 10,165 17,357 233,068 22,928 13,428 160,000 2,340

25年度 10,413 18,143 249,111 23,923 13,730

最低額
(円)

24年度 10,404 18,095 244,430 23,494 13,508 140,000 2,340

<後期分>

　　　　　区分

 年度別

世帯数
(戸) Ａ

被保険者数
(人) Ｂ

現年度調定額
(千円) Ｃ

１世帯当たり
調定額(円)

Ｃ／Ａ

１人当たり
調定額(円)

Ｃ／Ｂ

最高限度額
(円)

160,000 3,96028年度 4,488 5,455 112,534 25,074 20,630

140,000 3,960

27年度 4,790 5,888 121,355 25,335 20,611 160,000 3,960

26年度 5,172 6,442 133,382 25,789 20,705

120,000 3,960

25年度 5,586 7,032 149,355 26,737 21,239 120,000 3,960

24年度 5,786 7,347 153,005 26,444 20,826

<介護分>

　　　　　区分

 年度別

世帯数
(戸) Ａ

被保険者数
(人) Ｂ

現年度調定額
(千円) Ｃ

１世帯当たり
調定額(円)

Ｃ／Ａ

１人当たり
調定額(円)

Ｃ／Ｂ

最高限度額
(円)

最低額
(円)

66.9

 <参考：平成２７年度決算>

27
年
度

種　別
調定額
(千円)

収納額
(千円)

欠損額
(千円)

未納額
(千円)

収納率
(％)

現年課税分 1,466,293 1,361,387 0 104,906 92.8

滞納繰越分 660,297 60,514 179,829 419,955 9.2

計 2,126,590 1,421,901 179,829 524,861
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（３） 保険給付状況 

 ① 給付の範囲 

  ア 一部負担割合  一  般 ３０％  退  職 ３０％ 

            就 学 前 ２０％ 

            ７０歳以上一般（昭和 19年４月１日以前に生まれた方）１０％ 

            ７０歳以上一般（昭和 19年４月２日以降に生まれた方）２０％ 

            ７０歳以上一定以上所得者              ３０％ 

  イ その他の給付  出産育児一時金   ４２０，０００円(平成 21年 10月から) 

             葬祭費        ５０，０００円(平成 20年 4月から) 

 

② 療養諸費                          平成 27年度 

種 別 
件 数 

（件） 

費 用 額

（千円） 

保険者負担 

金（千円） 

一部負担金 

（千円） 

他法負担金（千円） 

他法優先 国保優先 

療養の給付 267,034 5,462,857 3,981,670 1,301,881 － 179,306 

療養費等 3,924 42,418 30,791 10,727 － 900 

計 270,958 5,505,275 4,012,461 1,312,608 － 180,206 

 

（４） その他の給付                       平成 27年度 

種   別 件  数 支  給  額 

出 産 育 児 一 時 金 ４１件 １７，２２０，０００円 

葬    祭    費 １０１件 ５，０５０，０００円 

計 １４２件 ２２，２７０，０００円 

 

９ 保健事業 

 「自分の健康は自分でつくり、自分で守る」という基本理念のもとで、健康で活力ある長

寿社会の実現をめざして平成元年に長寿健康都市を宣言し、健康づくりに対する市民意識の

高揚を図るとともに総合検診の実施や各種がん検診、健康教育、健康相談、結核予防事業の

推進など総合的な施策を展開している。 

 

（１）母子保健事業  

   ① 思春期ふれあい体験学習 

     出生率の低下、核家族化の進行等により、多様な人間関係の交わりや乳幼児とのふ

れあいの場が減少している。そこで、中学生を対象に乳幼児とのふれあいの場を持ち、

豊かな母性、父性の健全育成、命の尊さを学ぶ機会とし、少子化対策や思春期の健全

育成の一環とする。 

     平成２７年度 参加中学生数  ３６１人 

参加協力乳幼児 １８３人  保護者 １５０人（父２人含む） 
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② 妊婦健康相談 

  母子健康手帳交付時、妊婦に対し妊娠中の健康管理や日常生活での注意事項等につ

いて相談、助言を行い安定した妊娠生活を送れるようにする。また、各種保健サービ

スや制度が活用でき、安心した育児が出来るよう情報提供する。 

     平成２７年度面接者 ３０１人 

③ パパママ学級 

  妊産婦等に対し妊娠・出産・育児についての理解を深め、不安を軽減する。また孤

立した育児をしないよう、妊産婦同士の交流を図り仲間づくりの場とする。 

     平成２７年度受講者数 実人員 ４０人、延べ ９１人 

  ④ 離乳食学級 

  １歳未満児の保育者を対象に離乳食の調理実習を実施し、離乳食の進め方、調理方

法、味付け、形態を知ることを目的とする。 

     平成２７年度受講者 ３４人 

⑤ ４か月児健康診査・乳児相談 

  ４か月児を対象に健康診査、月齢を問わず１歳未満児を対象に健康相談を実施し、

乳児の心身の発育・発達の促進や育児不安の軽減等を図り、より良い母子関係が成立

できるよう支援することを目的とする。 

区  分 対象者 相談者 来所率 

４ヶ月児健康診査 ３０８人 ２８６人 ９２．９％ 

乳 児 相 談 ２８４人 ２４７人 ８７．０％ 

  ⑥ １歳６か月児健康診査 

  身体の発育状況及び疾病の有無を診査し生活全般と母親への育児等の助言を行う。 

     平成２７年度 該当者 ３０６人、受診者 ２９１人、受診率 ９５．１％ 

  ⑦ ３歳児健康診査 

  身体発育及び精神発達の面から重要な時期である３歳児期に総合的な健康診査を実

施し、適切な助言及び措置を行う。また、保護者への栄養・歯科保健教育を併せて実

施し、幼児の健康の維持増進を図る。 

     平成２７年度 該当者 ３３０人、受診者 ３１２人、受診率 ９４．５％ 

  ⑧ たつの子幼児教室 

    母子関係の希薄な幼児や、家庭環境等により言語、その他の発達の遅れが心配され

る幼児や育児不安のある母親に対して、集団遊びなどを通して問題解決できるように

支援する。 

     平成２７年度 たつの子幼児教室参加延数 １２０人 

  ⑨ 子育て支援事業 

    幼稚園や保育園との連携による在宅乳幼児の育児相談や元気な広場での子育て支援

講座（ハッピーファミリー）と育児相談での子育て情報の提供や仲間づくり、自主育

児サークル活動への支援等、関係機関・団体と連携した各種の子育て支援事業を実施

する。 
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  ⑩ 小児生活習慣病対策事業 

    小児生活習慣病予防検診の結果と日常生活に関するアンケート調査に基づき、児童

生徒の保護者への健康づくり支援、個別相談を行うとともに小中学校において、児童・

生徒に対し生活習慣病予防のための健康教育を実施する。 

  

（２）結核検診 

    平成２７年度受診者 受診者数 ５，９０８人、精検者 １３３人、結核 ０人 

 

（３）健康教育等支援事業 

   ① 健康手帳の交付 

   健康診査の記録、その他老後における健康の保持のため健康手帳の交付を行う。 

       平成２７年度 ７５歳以上及び６５歳～７５歳未満の障害者   ０人 

              ４０歳～７４歳                ７５人 

   ② 健康教育 

   保健センターや各地区公民館で健康教育を実施し、健康づくりに対する知識の普及

啓発を図る。 

平成２７年度実施状況 

一般健康教育 ２３回 ５０２人 

病態別教育 ９回 １７９人 

歯周疾患健康教育 １回 １８人 

骨粗しょう症・転倒予防健康教育 ２回 ９４人 

その他 １０回 １８７人 

計 ４５回 ９８０人 

  ③ 健康相談 

   保健センターや各地区公民館で健康相談を実施し、健康づくり支援を行う。 

       平成２７年度 実施回数 ２０７回、延べ １，９１６人 

   ④ 家庭訪問 

   保健師、管理栄養士による家庭訪問を実施し、健康づくり支援・食生活改善等の充

実を図る。 

  ◎ 母子 ⅰ 妊婦面接時健康上に問題があり、継続支援の必要な人。 

       ⅱ 第１子の新生児・産婦と第２子以降でも育児不安のある母子。 

       ⅲ 乳児相談時等発育・発達・育児・健康上に問題があり、継続支援の必

要な人。 

       ⅳ １歳６か月児及び３歳児健康診査時問題を有する人。 

       ⅴ 健康診査未受診児。 

平成２７年度家庭訪問実績 

区 分 被訪問実人員 延べ人員 

妊 産 婦 
妊婦:     １人 

産婦: ２８６人 

１人 

３１８人 
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新 生 児 ２１３人 ２１７人 

乳 幼 児 １４９人 ２０３人 

  

  ◎ 成人 １ 総合検診受診者で生活習慣改善・精密検査等の必要な人。 

       ２ 特定健診・特定保健指導のフォロー。 

       ３ 高齢者など保健師活動からの経過観察者。 

       ４ 国保被保険者で多受診者、重複受診者、退院した人（国保ﾚｾﾌﾟﾄより） 

       ５ 訪問依頼（本人・家族及び関係機関より） 

平成２７年度家庭訪問実績 

区  分 被訪問実人員 延べ人員 

生活習慣病 ２１５人 ２３０人 

精神障害 ４人 ２０人 

その他 ２３４人 ２５９人 

計 ４５３人 ５０９人 

   

 ⑤ 介護予防事業（一般高齢者施策） 

     各地区公民館で，閉じこもり予防・転倒予防・認知症予防を目的に高齢者の交流を

図る。 

平成２７年度 実施回数 ２２６回、延べ ２，７４０人 

⑥ 介護予防事業（特定高齢者施策） 

   要介護状態となるおそれの高い虚弱な６５歳以上の者(特定高齢者)に，介護予防特 

定高齢者施策を実施。 

通所型介護予防事業（ナイスミドルレッスン事業委託）  

     平成２７年度 参加人員 ３４人、延べ人員 ４１人 

 ⑦ 特定保健指導（動機付け支援及び積極的支援） 

   ４０歳以上の国民健康保険の加入者で、メタボリックシンドロームの発生リスクが 

高い対象者へ、生活習慣の改善により発症と重症化の抑制を図り、医療費の削減に結

び付ける。  

平成２６年度法定報告数 

動機付け支援：メタボリックシンドローム予備群など、生活習慣の改善の必要性

が高い人 

初回面接利用人員 ２４０人 完了者 １９７人 

積極的支援：メタボリックシンドロームに該当すると判定された人に対し、行動

目標の達成を支援し、確実な行動変容を目指す。（外部委託） 

初回面接利用人員 ４１人 完了者 ３０人 

 

（４）生活習慣病予防対策事業 

    ① 総合検診 

   各種検診（特定健診・後期高齢者健診・胃がん・結核･肺がん・前立腺がん・肝炎
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ウイルス検査）を同一会場で行い、疾病の早期発見･早期治療により住民の健康づく

りを推進する。 

      平成２７年度総合検診受診者数（２７日間）  受診者総数 ５，２４３人  

 

・ 特定健康診査  

  「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、館山市国民健康保険の保険者とし

て，４０～７４歳の方を対象に、メタボリックシンドロームの該当者・予備群を抽

出するために実施する。 

平成２７年度 総合検診受診者数 ３，６２２人 施設健診受診者数  ８６人 

                     検査結果連絡票実施者 ３７８人 

集団・施設及び検査結果連絡票 受診者数合計 ４，０８６人 

・各種がん検診等  胃がん検診 ２，２１５人 前立腺がん検診 １，６３６人 

・肝炎ウイルス検診 ４８５人 

 

・ 後期高齢者健康診査 

  「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、千葉県後期高齢者医療保険加入者

（７５歳以上及び６５～７４歳の一部の方が対象）に，健康の保持増進や糖尿病等の   

早期発見のために、健康診査を実施する。 

平成２７年度 総合検診受診者数 １，０１１人 （施設健診：４７人） 

集団・施設 受診者数合計 １，０５８人 

 

・ 二次予防対象者把握事業 

「介護保険法」に基づき、要介護者及び要支援者を除く第 1 号被保険者を対象に、

生活機能評価（生活機能チェック及び生活機能検査）を実施し、二次予防対象者を

決定する。 

   平成２７年度 基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄ実施数 １，２５８人 二次予防対象者 ２８９人 

② 骨粗しょう症検診 

   骨粗しょう症は骨折等の基礎疾患となり、高齢社会の進展によりその増加が予想

されることから早期に骨量減少者を発見し、予防に努める。 

     平成２７年度 対象者 40・45・50・55・60・65・70歳の女性 受診者 ２８７人 

③ 歯周疾患検診 

     歯科疾患を早期に発見・処置し、予防を行うことによって、生涯を通じて自分の

歯で食生活が営め、自立した生活ができるようにする。 

     平成２７年度 対象者 40・50・60・70歳  受診者 ５０人 

④ 各種がん検診 

   総合検診とは別に、子宮がん検診、乳がん検診、大腸がん検診を実施し、生活習

慣病の一つであるがんについて早期発見・早期治療に努める。 
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（５）健康づくり推進事業 

① 保健推進協議会活動 

    乳幼児から高齢者まで健康で明るい家庭生活が送れるよう、行政と地域とのパイ

プ役として１４５名の保健推進員を委嘱し、生活習慣病予防等の基礎知識を学び、

地域へ伝達し、地域保健活動の推進を図る。 

   平成２７年度の主な活動状況 

     家庭訪問  母子 ２３９件 成人・老人 ３０６件 

     たてやま☆元気サポーター事業（保健推進員による生活習慣病予防と食育） 

     中学生 ９回 ３１６人  一般成人 ４回 ３９人 

 

（６）予防接種事業 

 予防接種法等に基づき各種予防接種を実施し、伝染のおそれがある疾病の発生及びま

ん延予防に努める。 

① 個別接種 ＢＣＧ、麻しん・風しん混合、麻しん、風しん、日本脳炎、水痘 

二種混合（ジフテリア・破傷風）、 

三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）、 

四種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ）、 

不活化ポリオ、子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、 

小児用肺炎球菌ワクチン、高齢者のインフルエンザ、 

高齢者の肺炎球菌 

館山市が任意で実施する予防接種 

① 個別接種 高齢者の肺炎球菌、成人の風しん 

 

（７）看護師等修学資金貸付制度 

   看護師又は准看護師を養成する大学、専門学校等に在籍し、将来安房郡市内において 

 看護師等の業務に従事しようとする修学者に対して、修学資金を貸付けることにより、 

  看護師等の充足及び、地域医療体制の確保を図る。 

 

 ① 貸付金額上限 ３０，０００円／月 

            ※金額は１万円・２万円・３万円から選択可 

貸付実績 

年 度 貸 付 人 数 金 額 貸付累計金額 

平成２７年度 ４４人 15,210,00円 39,510,000円 

 

（８）未熟児養育医療給付 

  身体の発育が未熟のまま出生した乳児が、正常児が出生時に有する諸機能を得るにい 

  たるまで、必要な医療を給付する。看護料及び移送料を除き、すべて現物給付となる。 

   平成２７年度 給付対象 ５人  給付合計額 １，０４３，４５８円 
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10 市民相談 （平成２７年度） 

 （１）市民相談   ４１件  

   市民相談嘱託員が週４日（火曜日を除く）、道路、公害、年金、税問題などから、相続、 

婚姻、土地、建物、金銭問題など極めて広範囲にわたる相談を、面談や電話相談で応じ 

ています。 

   相談内容は、複雑多岐にわたることから、相談員は、常に、関係法令等よく熟知する 

ことに努め、国、県などの関係機関をはじめ担当課と密接な連携のもとに応対に当たっ 

ています。 
 
 

（２）人権相談    １件（特設相談のみ） 

   法務大臣から委嘱された人権擁護委員（市内１０人）が、人権思想の普及高揚に努め

るとともに、法務局館山支局で、常設相談や特設相談（年６回）を開設して、家庭内問

題・いじめなど、相談に応じています。 
 
 

（３）行政相談    ０件（特設相談のみ） 

総務大臣から委嘱された行政相談委員(市内３人)が、日々の地域相談や定例・特設相 

談日(月２回程度)を開設し、住民の行政に対する苦情や意見・要望について、申出人と 

関係行政機関との間にたって、その解決や実現の促進を図り、行政の制度及び運営の改 

善に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


